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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　正面形状が矢尻状の基板と、前記基板に上部に一体的に連結される一対の支杆と、前記
一対の支杆の上部に装着され、かつ一対の支杆同士を相互に連結する支線連結部材とから
なるアンカ主体と、
　先端部が山型で、中央部に前記支杆の一方を挿通させるための膨出部が形成された二枚
の板状体を、上端部以外の板面を遊離可能に仮結合させるとともに、前記上縁中央部に、
打込部材と係合する係合突部が形成された抵抗板と、
　基端部が前記抵抗板の上端部に回動自在に連結され、先端部にフック部を形成した棒状
体からなる引抜き部材とからなること
を特徴とする支線アンカ。
【請求項２】
　正面形状が矢尻状の基板と、前記基板に上部に一体的に連結される一対の支杆と、前記
一対の支杆の上部に装着され、かつ一対の支杆同士を相互に連結する支線連結部材とから
なるアンカ主体と、
　先端部が山型で、中央部に前記支杆の一方を挿通させるための膨出部が形成された二枚
の板状体を、上端部以外の板面を遊離可能に仮結合させるとともに、前記上縁中央部に、
打込部材と係合する係合突部が形成された抵抗板と、
　基端部が前記抵抗板の上端部に回動自在に連結され、先端部にフック部を形成した棒状
体からなる引抜き部材とからなる支線アンカを地中から引抜く方法であって、
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　前記引抜き部材を上方に持ち上げることによって、前記アンカ主体と抵抗板および前記
支線を支杆に連結するための支線連結部材を分離させることなく、同時に引抜くこと
を特徴とする支線アンカの引抜き方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、電柱、電信柱等に架設された電線、通信線の架設張力を分担し、電柱や電
信柱等の傾斜ないし倒壊を防止する支線アンカと、この支線アンカの引抜き方法に関する
ものである。
 
【背景技術】
【０００２】
　小型振動打込機などを使用する打込み式の支線アンカとしては、たとえば、実開平０６
－７９８３０号公報（特許文献１）がある。
　この特許文献１において提案されている支線アンカは、正面形状が矢尻形基板の両側上
縁に形成した拡開ガイド縁に、一対の支杆の下端に形成した拡開ガイド部をそれぞれ連結
した打込み部材と、２枚の分板の上部を固着し、下部を遊離可能に結合した抵抗板とより
構成されるもので、前記抵抗板を前記基板と直角に位置させるとともに、前記支杆に対し
て摺動可能に嵌装したアンカにおいて、前記支杆の下端に形成した拡開ガイド部を、前記
基板に対して、下部を遊動可能に結合せしめた連結板の上端に固着したものである。
【０００３】
　この支線アンカにおける打込み部材（アンカ主体とも云う。）は、特許文献１の図２に
示されるように、正面形状が矢尻状で、上端中央部に打込み棒（図示略）の下端が係合す
る凹部が形成されるとともに、前記上端面左右に拡開ガイド縁を対称的に形成した基板と
、この基板の上部に連結される支杆とからなるものである。
　前記一対の支杆は、その下端に、それぞれ前記基板の拡開ガイド縁の基部に連設される
拡開ガイド部が形成されたもので、この拡開ガイド部の下面部を、前記基板に対して、下
部を遊動結合した連結板の上端に固着したものである。
【０００４】
　一方、前記抵抗板は、特許文献１の図６～図８に示されるように、２枚の分板の上部を
固着し、下部を遊離可能に仮結合するとともに、前記支杆が嵌合し、かつ、基板の拡開ガ
イド縁に嵌合する凹溝を設けたものによって構成されているものである。
　なお、実公昭４９－５８４７号公報、同４９－５８４７号公報、同４９－５８４９号公
報、同４９－５８５０号公報、同４９－５８５１号公報などには、同様の形態を有する支
線アンカが開示されている。
【０００５】
　かかる形態の支線アンカは、支線アンカを埋設した地表面に下穴を掘削し、この下穴に
小型振動打込機や打込み棒を使用して、基板を所定の深度まで打込んだのち、支杆をガイ
ドとして抵抗板を打込み棒によって打込むものである。
　打込まれた抵抗板を構成する分板は、前記支杆下端の拡開ガイド部に至った時点で仮結
合が解れ、その後、分板は基板の拡開ガイド部に沿って展開し、所定の位置に埋設される
ものである。
　しかるのち、前記支杆の上端に、連結部材を介して、電柱を支持する支線の基端部を連
結するための支線棒を装着したのち、掘削された下穴を埋め戻すものである。（特許文献
１の図１参照）
【０００６】
　かくして埋設された支線アンカは、たとえば、その取替えに際し、あるいは架空配電線
路の廃止などに際して、電柱が撤去された場合などが生じた時は、地中から支線アンカを
引抜いて除去する必要がある。
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【特許文献１】実開平０６－７９８３０号公報（実用新案登録請求の範囲、図１～図８）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　この支線アンカの撤去作業は、前記支線棒の先端部が地表面上に顕出しているので、そ
の周辺から支線棒が延びる方向にスコップなどで掘り起こし、支持棒を支杆に保持する連
結板を除去したのち、支杆の先端部を上方に引抜くことによって除去することができるも
のである。
【０００８】
　しかしながら、この支線アンカは、前記支杆の先端部に連結された基板の上縁部に沿っ
て抵抗板が拡開状態で装着されているため、引抜きに際し、前記抵抗板の抵抗力が大きく
作用し、簡単には引抜くことができないので、クレーンなど強力な機械を使用する必要が
ある。
【０００９】
　また、クレーンなどの機械力を使用できない場所では、作業者が基板の埋設位置まで掘
削し、抵抗板を支杆に沿って上方に移動させ、支杆から離脱させたのち、基板や支杆から
なるアンカ主体を除去する必要があるので、除去作業はきわめて大変なものとなる。
【００１０】
　この発明はかかる現状に鑑み、打込まれた支線アンカを引抜いて除去するための掘削を
必要とせず、引抜きに際して、抵抗板に掛かる大きな負荷を解消させたのち、抵抗板とこ
の抵抗板に連結するアンカ主体とを分解することなく、同時に地中から除去することので
きる支線アンカと、当該支線アンカの引抜き方法を提供せんとするものである。
 
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　前記目的を達成するため、この発明の請求項１に記載の支線アンカは、
　正面形状が矢尻状の基板と、前記基板に上部に一体的に連結される一対の支杆と、前記
一対の支杆の上部に装着され、かつ一対の支杆同士を相互に連結する支線連結部材とから
なるアンカ主体と、
　先端部が山型で、中央部に前記支杆の一方を挿通させるための膨出部が形成された二枚
の板状体を、上端部以外の板面を遊離可能に仮結合させるとともに、前記上縁中央部に、
打込部材と係合する係合突部が形成された抵抗板と、
　基端部が前記抵抗板の上端部に回動自在に連結され、先端部にフック部を形成した棒状
体からなる引抜き部材とからなること
を特徴とするものである。
【００１２】
　この発明の請求項２に記載の発明は、
　正面形状が矢尻状の基板と、前記基板に上部に一体的に連結される一対の支杆と、前記
一対の支杆の上部に装着され、かつ一対の支杆同士を相互に連結する支線連結部材とから
なるアンカ主体と、
　先端部が山型で、中央部に前記支杆の一方を挿通させるための膨出部が形成された二枚
の板状体を、上端部以外の板面を遊離可能に仮結合させるとともに、前記上縁中央部に、
打込部材と係合する係合突部が形成された抵抗板と、
　基端部が前記抵抗板の上端部に回動自在に連結され、先端部にフック部を形成した棒状
体からなる引抜き部材とからなる支線アンカを地中から引抜く方法であって、
　前記引抜き部材を上方に持ち上げることによって、前記アンカ主体と抵抗板および前記
支線を支杆に連結するための支線連結部材を分離させることなく、同時に引抜くこと
を特徴とする支線アンカの引抜き方法である。
 
【発明の効果】
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【００１３】
　この発明の支線アンカは、下端部に地中に打込む際に推進機能を奏する基板が連結され
るとともに、上端部に電柱を支持する支線を連結する支杆からなるアンカ主体と、前記基
板に形成された拡開ガイド縁に沿って拡開・縮閉する抵抗板からなる支線アンカの、前記
抵抗板に、上端部が地表面から突出する引抜き部材の下端部が連結されているので、支線
アンカが地中に埋設された場合には、前記引抜き部材の上端部が常に地表面に顕出した状
態を保持している。
　したがって、電柱の撤去などの事情で支線アンカを地中から除去する場合、従前のよう
に埋設部位の掘削を行なうことなく、顕出する引抜き部材の上端部を、適宜手段で確保し
たのち、クレーンなどの機械力を使用して上方に持ち上げるだけで、容易に支線アンカを
地中から除去することができるものである。
【００１４】
　この発明の支線アンカの引抜き方法は、支線アンカを引抜くための引抜き部材が、地中
での抵抗力を保持するため、地中で拡開状態を保持する抵抗板の上端部に連結されている
ので、引抜き部材を上方に引上げると、前記アンカ主体と抵抗板および前記支線を支杆に
連結するための支線連結部材を分離させることなく、同時に引抜くことができ、かつ拡開
状態の抵抗板が上方に引上げられるにしたがって縮閉するため、大きな抵抗を受けること
なく、簡単かつ容易に引抜き、除去することができる。
 
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、この発明にかかる支線アンカと、この支線アンカの引抜き方法を、添付の図面に
基づいて具体的に説明する。
【００１６】
　図１は、この発明にかかる支線アンカの一例を示す正面図、図２は同側面図、図３は支
線アンカを構成するアンカ主体の一例を示す正面図、図４は同支線連結部材の一例を示す
説明図で、（Ａ）は正面図、（Ｂ）は側面図である。
　図５は抵抗板の一例を示す説明図で、（Ａ）は正面図、（Ｂ）は側面図、（Ｃ）は平面
図、図６は引抜き部材と抵抗板との関係を示す要部の拡大図で、（Ａ）は正面図、（Ｂ）
は側面図である。
【００１７】
　この発明の支線アンカ（以下、単に「支線アンカ」とも言う。）１は、基本的には、ア
ンカ主体Ａと、抵抗板Ｂおよび引抜き部材Ｃによって構成されるものである。
【００１８】
　前記アンカ主体Ａは、図３に示すように、鋼製の基板２と、この基板２の上部に連結さ
れる鋼製の２本の支杆３，３と、この支杆３，３の上部に装着される支線連結部材５とか
らなるものである。
　前記基板２は、正面形状が矢尻状で、上端面左右に拡開ガイド縁２ａ，２ａが対称的に
形成されるとともに、上端中央部に基板２を地盤に打設埋入するガイドパイプ（図示略）
の下端を係合する凹部２ｂが形成されている。
【００１９】
　前記各支杆３，３は、所要の長さ（埋め込み深度によって異なる。）の鋼製の棒状体か
らなるもので、上端部の外側には、支杆３と同径の切断片をそれぞれ溶着してなる係合部
３ａが形成されるとともに、その下端には、前記基板２の拡開ガイド縁２ａの基部に連設
される拡開ガイド部３ｂが形成されている。
　なお、この拡開ガイド部３ｂの下面部は、前記基板２に対して、下部を遊動結合した連
結板４の上端に固着され、基板２と一体化させるものである。
【００２０】
　前記連結板４は、前記特許文献１に示されているので、その詳細は図示しないが、一枚
の鋼板をＵ字形に二つ折り構造としたものであって、基板２を挟むように構成されている
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ものである。
　この連結板４は、前記支杆３の長手軸線方向に沿った垂直姿勢状態で、基板２に回動可
能に軸支されるものである。
【００２１】
　さらに、前記支杆３，３の上端部には支線連結部材５が、支杆３，３に対して係脱自在
に装着される。
　この支線連結部材５は、図４で明らかなように、所要の間隔を存して左右に配置されて
２本の支杆３，３を一体的に連結させるもので、基板５ａの表面中央部に、上端部に支線
（図示せず）を連結するためのリング状の連結具５ｃを有する支線杆５ｂの下端部を、一
体的に固着したものである。
【００２２】
　前記基板５ａは、左右端部にそれぞれ基板５ａと対向させて、前記支杆３の上端部に付
設した係合部３ａと係合する切欠き５ｄが形成された側面板５ｅ，５ｅが一体的に付設さ
れるとともに、基板５の裏面中央部には、前記支杆３の外周部と当接するよう一対の抑え
金具５ｆ，５ｆを一体的に付設したものである。
【００２３】
　前記抑え金具５ｆ，５ｆは、前記切欠き５ｄ，５ｄ内に支杆３の上端部に付設した係合
部３ａ，３ａをそれぞれ係合させたのち、矢印方向に直角に折曲げることによって、支杆
３および係合部３ａの上端面と当接保持させ、もって前記支線杆５ｂの下降を防止するた
めのものである。（図２参照）
【００２４】
　なお、支杆３，３に対する支線連結部材５は、図示のものに特定されず、電柱を支持す
る支線をアンカ主体に連結することのできる構造であればよい。
　したがって、支線連結部材５の構成が変われば、当然支杆３，３への連結手段も異なる
ので、各支杆３の上端部の形状も変化するものである。
【００２５】
　前記抵抗板Ｂは、前記基板２と直交するように配置したのち、前記支杆３，３に沿って
下降させ、最終的には、基板２の上縁に形成された拡開ガイド部２ａ，２ａに沿って拡開
させて、アンカ主体１の抜き方向負荷に対する抵抗力を奏するものである。
【００２６】
　この抵抗板Ｂは、図５に示されるように、先端部をほぼ山型形状に形成するとともに、
中央部に一方の支杆３を挿通させるための膨出部６ｂを外側に向けて形成した２枚の板状
体６ａ，６ａの上縁部を、その下部が遊離可能な状態にして、一体的に結合させたもので
ある。
　なお、この抵抗板Ｂの上縁部中央には、抵抗板Ｂを打ち込むためのガイドパイプなどの
工具を係合させるための係合部６ｃが一体的に付設されたものである。
【００２７】
　以上述べた支線アンカ１は、実施の一例を示すにすぎないもので、上端部に支線が連結
される支杆と、この支杆の下端部が連結される基板からなるアンカ主体と、前記支杆を介
してアンカ主体に取付けられ、アンカ主体の抜き方向負荷に対する抵抗力を奏する抵抗板
とからなる支線アンカであれば、その構成に特段の限定はないものである。
【００２８】
　一方、この発明の支線アンカ１を構成する引抜き部材Ｃは、図６で明らかなように、所
要の太さと長さとを有する鋼製の棒状体７からなるものであって、上端部がＵ字状に折り
曲げられてフック部７ａが形成されるとともに、下端部はほぼ直角に折り曲げられて係合
部７ｂが形成されたものである。
【００２９】
　かかる形状の引抜き部材Ｃは、前記抵抗板Ｂの上端部に一体的に付設された係合部６ｃ
の一部に形成された透孔６ｄ内に貫通させ、反対側に突出した係合部７ｂを溶着などの手
段によって、抵抗板Ｂに一体的に連結固着させたものである。
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　なお、抵抗板Ｂへの引抜き部材Ｃの連結手段は、固着に限定されるものではなく、ナッ
トを利用して回動自在に装着させてもよい。
【００３０】
　上記構成からなる支線アンカ１は、地盤の所定部位に浅く形成された下穴に、小型振動
打込機（図示せず）やガイドパイプなどを利用して所定の深度まで基板２を打込んだのち
、抵抗板Ｂに形成された膨出部６ｂ，６ｂに支杆３，３を、前記基板２と板状体６ａ，６
ａとが直交する状態で挿入し、この支杆３，３をガイドとして抵抗板Ｂをガイドパイプに
よって打込む。
【００３１】
　前記支杆３，３に沿って下降した抵抗板Ｂの板状体６ａ，６ａは、支杆３の拡開ガイド
部３ｂに至った時点で仮係合が解れ、その後、板状体６ａ，６ａは基板２の拡開ガイド部
２ａに沿ってそれぞれ展開せしめられ、図１に示すような状態となる。
　その際、支線連結部材Ｃの支線杆５ｂの上端部と、抵抗板Ｂの上端部に形成された係合
部６ｃに下端部が連結された引抜き部材Ｃの上端部は、地表面ＧＬから所要長さが突出し
た状態にある。（図１参照）
【００３２】
　地盤への支線アンカ１の打込みが終わると、前記支杆３，３の上端部に支線連結部材５
を装着し、抑え金具５ｆ，５ｆを直角に折曲げ、その内面を支杆３および係合部３ａの上
端面に当接させたのち、下穴に土を埋め戻して打込み作業は完了する。
【００３３】
　しかるのち、支線杆５ｂの先端部に設けられた連結具５ｃに支線を適宜手段で連結され
たのち、前記連結具５ｃと地表面ＧＬとの間に、支線杆５ｂおよび引抜き部材Ｃを覆って
カバー部材（図示せず）を装着すれば全ての作業が完了する。
　なお、支線アンカ１の敷設作業の手順は、上記手段にのみ限定されるものではない。
【００３４】
　かくして埋設された支線アンカ１を地中から撤去するには、支線杆５ｂおよび引抜き部
材Ｃを覆っているカバー部材を除去し、前記連結具５ｃと支線の連結を解いたのち、例え
ば、クレーンに搭載されているウインチの先端部を棒状体７の先端部に形成したフック部
７ａに係合させ、上方に持ち上げて支線アンカ１を地中から引抜くものである。
【００３５】
　前記引抜きに際し、引抜き部材Ｃの下端部が、抵抗板Ｂの上端部に固着されている係合
部６ｃに連結されているので、クレーンによる引抜き部材Ｃの上方への持ち上げが開始さ
れると、引抜き部材Ｃと連結する抵抗板Ｂは、支杆３，３に沿って上方に移動する。
　したがって、基板２の拡開ガイド縁２ａに沿って拡開していた板状体６ａ，６ａの下端
部は、抵抗板Ｂが上方に持ち上げられるにしたがって縮閉するので、抵抗板Ｂによる抜き
方向負荷に対する抵抗力は次第に減少し、引抜きに生じる抵抗が大幅に消失し、スムーズ
に引抜き作業を実施することができる。
【００３６】
　前記引抜き作業にともなって、支杆３，３に沿って上昇する抵抗板Ｂの上端部が、支線
連結金具５の下端部に当接すると、支杆３，３と支線連結金具５とは抑え金具５ｆ，５ｆ
で一体化されているので、前記引抜き部材Ｃをさらに上方に持ち上げると、支杆３，３と
連結する基板２も一緒に上方に引抜かれ、地中から支線アンカ１を除去することができる
ものである。
【００３７】
　この発明にかかる支線アンカ１は、上端部を地表面に顕出させる引抜き部材Ｃの基端部
を、抜き方向負荷に対する抵抗を増大させるための抵抗板Ｂの上端部に連結し、引抜き部
材Ｃを上方に引抜いた場合、アンカ主体Ａを構成する基板２の拡開ガイド縁２ａ，２ａに
沿って拡開していた抵抗板Ｂの各板状体６ａ，６ａの下端部を縮閉させることができるの
で、抵抗板Ｂによる引抜き方向への抵抗を大幅に消失させる。
【００３８】
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　さらに、引抜きに際し、従前のように支杆と連結する支線連結部材や抵抗板を、アンカ
主体と分離させる必要がなく、支線アンカ自体を一回の作業で引抜くことができ、引抜き
作業を簡単かつ容易に、しかも能率よく短時間で実施することができる。
 
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】この発明にかかる支線アンカの一例を示す正面図である。
【図２】同側面図である。
【図３】支線アンカを構成するアンカ主体の一例を示す正面図である。
【図４】同支線連結部材の一例を示す説明図で、（Ａ）は正面図、（Ｂ）は側面図である
。
【図５】抵抗板の一例を示す説明図で、（Ａ）は正面図、（Ｂ）は側面図、（Ｃ）は平面
図である。
【図６】引抜き部材と抵抗板との関係を示す要部の拡大図で、（Ａ）は正面図、（Ｂ）は
側面図である。
【符号の説明】
【００４０】
　１　　　　　支線アンカ
　２　　　　　基板
　２ａ　　　　拡開ガイド縁
　３　　　　　支杆
　４　　　　　連結板
　５　　　　　支線連結部材
　５ｂ　　　　支線杆
　５ｆ　　　　抑え金具
　６ａ　　　　板状体
　６ｂ　　　　膨出部
　６ｃ　　　　係合部
　７　　　　　棒状体
　７ａ　　　　棒状体のフック部
　７ｂ　　　　棒状体の係合部
　Ａ　　　　　アンカ主体
　Ｂ　　　　　抵抗板
　Ｃ　　　　　引抜き部材
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